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防災館を観に行こう
ありあけ

学ぶ。感じる。ありあけ防災館。
ありあけ防災館は、パネル展示や映像、VR体験といった
コンテンツを通して、有明地区の災害リスクや、防災対策
などを学べる体験型の防災学習施設です。普段は知ることの
ない消防の裏側を紹介するコーナーや迫力満点のハザードシ
アターなどを駆使して防火、防災についての知識を深め、意
識を高めることができます。

ご予約・お問い合わせ
ありあけ防災館事務所

〒８６５－００６５
熊本県玉名市築地３０９番地１

TEL：０９６８－７４－０１１９
FAX : ０９６８－７３－８４４６

地震・台風・大雨が映

像で体感できるよ

模擬煙体験ができるよ

住んでる地域

の災害リスク

が分かるよ

入場無料です。詳

しくは

パンフレットor

ホームページをご

確認ください。

楽しそう

玉名市築地、有明消防本

部の１階にあるよ

　南関町は、猫を原因とする生活環境被害の軽減と猫に関する事故防止を目指し、公益財団法人どうぶつ
基金が手術費を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」を、令和３年１２月から行っています。
　昨年４月１４日に猫の不妊手術やワクチン接種などを無償で行う「どうぶつ基金病院みやま」がみやま
市清掃センター（みやま市瀬高町東津留６７番地１）内に開設されましたが、令和５年３月１１日土曜日を
持って閉院となりました。閉院式が行われたこの日も、各所で捕獲された飼い主のいない猫の手術が行わ
れました。
　南関町からは、１年間で８９頭の猫の不妊手術が行われました。
　今後、さくらねこ無料不妊手術事業は、公益財団法人どうぶつ基金の協力病院での実施となります。

◇「さくらねこ無料不妊手術事業」とは・・・？
　公益財団法人どうぶつ基金が行っている事業で、「動物の愛護及び管理に関する法律」の理念に基づき、
ＴＮＲ活動を行うキャットサポーター等と連携して、飼い主のいない猫に対して、繁殖を防止し、苦情や交
通事故が減少するように取り組みを行う事業です。

◇「ＴＮＲ活動」とは・・・？
①飼い主のいない猫を捕獲【Ｔｒａｐ】して、
②不妊去勢手術【Ｎｅｕｔｅｒ】を行い、
③元の場所に戻す【Ｒｅｔｕｒｎ】　活動です。
　＊ＴＮＲが済んだ猫は、目印のために耳先Ｖ字カットを施します。
　　耳先が桜の花びらのようになることから、『さくらねこ』といいます。

◇「公益財団法人どうぶつ基金」について
　動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会
の建設に寄与することを目的に各種事業を行う団体です。

〔活動に関する詳細・お問合せ〕　環境対策係　☎�５７－８５７９

「どうぶつ基金病院みやま」閉院

問 福祉課 国民健康保険係　☎57-8503

後期高齢者医療制度の対象となる人

・７５歳以上の人（７５歳の誕生日から自動的に加入）
・６５歳から７５歳未満の人で一定の障がいがある人（福祉課国民健康保険係へ申請し、広域連合の認定
　を受けた日から加入）
※一定の障がいがある人とは、身体障害者手帳に記載された障がいの等級が１～３級及び４級の一部、精神障害者手帳に
　記載された障がいの等級が１～２級、療育手帳に記載された障がいの等級がA判定の人などです。
※一定の障がいに該当する人の加入（障がいの認定の申請）は任意です。障がいの認定は、いつでも申請することができ、
　いつでも撤回することができます。ただし、過去にさかのぼって申請、撤回することはできません。
※生活保護を受けている人及び外国人で在留期間が３か月未満である人などは対象になりません。

令和５年度の保険料率

・保険料は被保険者一人ひとりが納めます。
・保険料率は、２年ごとに見直され、熊本県内で均一となります。

※合計所得金額が2,400万円超の方は、合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となり
　ます。

所得が低い人への均等割額軽減

◆保険料の均等割額の軽減（令和5年度から改正されました）
①７割軽減：43万円 ＋ 10万円×(給与・年金所得者の数（※１）－１)
②５割軽減（改正）：43万円 ＋ 29万円×世帯の被保険者数 ＋ 10万円×(給与・年金所得者の数（※１）－１)
③２割軽減（改正）：43万円＋53万5千円×世帯の被保険者数 ＋ 10万円×(給与・年金所得者の数（※１）－１)

　世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等（※２）の合計額が

※１「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が５５万円超または年金収入が１２５万円超（65歳以上の
　　 場合。65歳未満の場合は年金収入が６０万円超）の方の合計人数です。
※２ 均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
　　また、年金所得については高齢者特別控除１５万円を控除した額で判定します。

後期高齢者医療被保険者の方へ後期高齢者医療被保険者の方へ

保 険 料 額
（年額）

※年額66万円が上限です

①の判定額を超えない世帯 保険料の均等割額を７割軽減⇨

＝ ＋
均 等 割 額

（被保険者１人当たり）

54,000円

所 得 割 額
総所得金額等－43万円※
　　　　　　  （基礎控除）

×
所得割率

10.26％
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②の判定額を超えない世帯

③の判定額を超えない世帯

保険料の均等割額を５割軽減⇨

保険料の均等割額を２割軽減⇨


